
（別紙様式４－２）                                                 （特別支援学校用） 

（熊本県立芦北支援）学校 令和５年度（２０２３年度）学校評価表 
【本校舎】 

１ 学校教育目標 

ア 児童生徒それぞれの力や特性を見極め、さらに伸ばすきめ細やかな指導を行う。 

イ 一人一人が将来に向けて生活の質を向上させ、自立した生活ができるよう、生きる力を 

持った児童生徒を育成する。 
ウ 児童生徒同士、職員、家庭、地域が共に学び、共に育つよう連携を深める。 

 

２ 本年度の重点目標 

ア 全職員で「Only One の共育」の実現に努め、笑顔に溢れた魅力ある学校づくりを推進する。 

イ 児童生徒にとって安全・安心であり、意欲的に学べる教育環境を整備する。 

ウ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画に基づいた授業実践の充実を図る。 

エ 特別支援教育に関する専門性の向上及びセンター的機能の充実に努める。 
オ 卒業後を見据えた進路指導の充実を図り、進路情報の収集と発信に努める。 

 

３ 自己評価総括表 
評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 
評
価 

成果と課題 
大項目 小項目 

学校 
経営 
 

職員一人
一人の専
門性向上 
 

肢体不自由教
育校として、
幅広い児童生
徒の実態に対
応するための
研修の実施 

肢体不自由教育
の基礎基本を理
解し実践すると
ともに、更なる
専門性の向上を
図る。 

・外部講師や校
内人材の活用に
より、児童生徒
の指導支援が深
まる研修を実施
する。 
 

Ｂ ○くまもと芦北療育医療
センターの理学療法士
や言語聴覚士、特別支
援学校指導教諭（スーパ
ーティーチャー）を招聘し
て研修を実施し、肢体
不自由教育における
基礎基本の確認、専
門性の向上に努めた。
 「安全・安心」の根幹
として、今後も基礎基
本の押さえを継続して
徹底する。 

適切な児童生
徒への指導支
援 

適切な指導支援
について、一人
一人の職員が自覚
するとともに、学
部・学校組織全
体としても高い
意識をもち実践
に当たる。 

・セルフチェッ
ク表を活用し、
適切な指導支援
について月１回
振り返る。 
・学部会において
各学期に１回、意
見交換の場を設
ける。 

Ｂ ○今年度改めてチェッ
ク表の内容を検討した｡
ゆうネットを活用し、毎
月始めに個別の振り
返りを行ったことで意
識を持続することがで
きた。 
○職員朝会や学部会
にて「適切な支援の在
り方」について、周知
や確認の機会を設け、
意識の維持・向上を図
ることができた。 

働き方改
革 

職員の健康維
持増進 
 

正規の勤務時間
以外の従事状況
記録や職員の負
担感等を衛生推
進委員会におい
て把握し、改善
する。 

毎月１回衛生推
進委員会を実施
する。時間外勤
務状況の把握や
職員の負担感、
体調面等につい
て意見交換を行
い、その改善策
を検討し実施す
る。 

Ｂ ▲衛生推進委員会は、
実施できなかった月も
あったが、全職員の勤
務状況について情報
共有し対応策を検討し
て実施することができ
た。明らかな改善には
至っていないため、教
育内容の質の維持・
向上を図りつつ、下記
項目「業務の効率化」
と連動した対策が必要
である。 
 
 
 
 



業務の効率化 校務分掌の役割
分担や組織体制
の工夫、改善を
行う。 

年間の学校全体の
業務を見通し、総
務部を中心に各
分掌部等へのサ
ポートを柔軟に
行う仕組みを構
築する。 

Ｂ ▲各学部・全体の分掌
部業務において、人員
を十分に配置できない
内容、新たに取り組みた
い内容については、各
学部主事・主任で対応し
た。次年度も引き続き
体制等を工夫する。 
○全職員を対象に「分
掌部年間業務実施状
況」について調査を行
った。次年度の業務分
担に生かす。 

授業 
の充実 
 

各学部にお
ける「身に
付けてほ
しい力」
の見直し 
 
 

各学部におけ
る「身に付け
てほしい力」
の系統性 
 

学部や障がい種
など幅広い年齢
や実態に応じた
「身に付けてほし
い力」について系
統性を整える。 

総務部、教務部、
研究部で連携し
て検討を行う。 
 

Ｂ ○「身に付けてほしい
力」の系統性の見直し
にあたり、教育目標や
各学部の児童生徒像
等の文言については
整理した。「身に付け
てほしい力」の内容の
見直しは、次年度、教
務・研究部で連携し、全
体での協議を経て決定
する。 

ＰＤＣＡ
サイクル
に基づい
た授業の
充実と改
善 
 
 

適切な指導目
標の設定と指
導内容の選定 
 
 

ＰＤＣＡサイク
ルに基づいて、
指導や評価を行
い、授業改善に
つなげる。 

「教育支援計画
及び個別の指導
計画に沿って、自
立活動、各教科
等の指導目標、
指導内容を設定
し、それらを児童
生徒の変容に照
らして評価する」
というサイクルを
示し実践する。 

Ｂ ○全児童生徒の目標
達成に向けて、日々の
授業実践と併せて事
例研を行い、各学部の
職員全員で評価や行
動の読み取りを行った。
また、それらの協議内
容をもとに、教材の改
善や新たな作製に取
り組み、児童生徒の力
の伸びに繋げることが
できた。 

教材研究の充
実 

・児童生徒の実
態を複数の視点
で把握し実態に
応じた教材を作
製する。 
・教材に焦点を
当てた研究授業
及び授業研究会
を実施する。 

・教材作製研修
を、木工教材、ス
イッチ教材、ＩＣＴ
教材に分かれて
開催する。 
・研究部が講師
を務めるとともに
、他校の人材も
活用し助言を仰
ぐ。 
・教材研究シート
を活用し、教材を
中心に意見交換
をする。 

Ｂ ○木工教材について
は、研究部のサポート
のもと職員全員が製
作に取り組むとともに、
教材の展示や今後の
教材研究の資料として
記録を残すことができ
た。スイッチ教材につ
いては、改造キーボー
ドの研修を実施するこ
とができた。 
○研究授業では課題
ごとにグルーピングを
したことで協議が深ま
ったほか、その後、職
員間で教材を共有し
合うなど、効果的、効
率的な授業実践へ繋
げることができた。 
 
 
 

効果的な
ＩＣＴ機
器の活用 

 

児童生徒の実
態に応じたＩ
ＣＴ機器の活
用 

児童生徒の実態
を踏まえ、それ
ぞれに必要なＩ
ＣＴ機器の活用
の充実を図る。 

・ＩＣＴ端末の
活用を充実させ
るための外部機
器の作製研修を
開催したり、学

Ｂ ○タブレット端末でも
操作が可能なBluetoo
th対応の改造キーボ
ード作製研修の実施、
訪問教育の児童への



校内外、県内外
の好事例の取組
を紹介したりす
る。 
・必要に応じて外
部専門家にオンラ
インなどで助言を
仰いだり、他校
と連携したりし
て、課題解決に向
けて取り組む。 

視線入力装置の導入
を行った。また、プログ
ラミングを使ったロボッ
トボールsphero（スフェ
ロ）の活用法について、
実践経験のある他校
の教師を招いて研修
を実施した。本校の児
童生徒にも活用できる
事例を多く学ぶことが
できた。 
▲研修や実践におけ
る情報教育部との連
携が今後の課題であ
る。 

キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

キャリア
教育、進
路指導の
充実 
 
 
 
 

小・中・高一
貫したキャリ
ア教育の推進 
進路情報の提
供と教育活動
の発信 

児童生徒一人一
人の卒業後を見
据えた取組を行
う。 
保護者へ進路情
報を発信する。 

キャリアパスポ
ートの活用とと
もに、卒業後の
生活や自己肯定
感の向上に繋が
る学習を行う。 
進路希望調査等の
情報や福祉サービ
スの利用等、年３
回キャリア通信
を発行し情報提
供をする。 

Ｂ ○本年度もキャリアパ
スポートを活用し､児童
生徒のがんばりや成長
を振り返ったことで、自己
肯定感を高める取組とな
った。今後、この取組が
更に卒業後を見据えた
ものとなるよう、様式等
を工夫をする。 
○保護者に実施した
進路希望調査の結果
等を踏まえてキャリア
通信を発行した。今後、
保護者向けの研修の
充実を図るほか、卒業
後の生活や将来につ
いての保護者の思い
やニーズを丁寧に聞き
取る機会を設け、それ
に対しての情報提供を
細やかに行っていく。 

生徒 
(生活) 
指導 

仲間とと
もに意欲
的に取り
組む児童
生徒の育
成 
 
 

児童生徒会活
動の充実 

児童生徒一人一
人が主体的に仲
間と協力して取
り組む。 

・あしえんタイ
ムを月に１回行
い、児童生徒の
実態に応じて役
割を分担し活動
する。 
・活動の際は、
学部を越えて児
童生徒の実態を
共有し、一人一
人の手立てを講
じる。 
 

Ｃ ○月１回の｢あしえんタ
イム｣、学期１回の｢全校
集会｣を実施し共に取り
組む中で､児童生徒会
のメンバーが主体的に
活動したり、参加した
児童生徒が学部を超
えて関わったりするこ
とができた。 
▲一方で、コロナ禍以
降、現在の実施回数と
なっているが、「『仲間
と協力して取り組む機
会の確保』としては少
ない」「間隔があきすぎ
て見通しが持ちづらく
主体的な活動になりに
くい」との意見がある
ため、今後検討し、次
年度に試行を行う。 



人権教
育の推
進 

人権意識
の更なる
向上 
 
 
 

人権教育研修
の工夫 

人権教育に関す
る研修を更に促
進し人権意識の
向上を図る。 
 

・校内研修では複
数のテーマを設定
してグループ研修
を実施し、意見交
換や全体での共有
を行う。 
・校外の研修や
オンライン研修
等への積極的な
参加を促す。 

Ｂ ○校内研修では少人
数でのグループ協議を
取り入れたことで、より
積極的な意見交換が
できた。また、研修後、
それぞれのグループで
出された意見をまとめ
た記録を回覧したこと
で、共通理解と新たな
気づきに繋がった。 
○全職員が１回以上
校外の研修に参加す
るようにしたことや、年
度当初からオンライン
研修の視聴を呼びか
けたことで、個々の研
修の機会をより多く設
定し、意識の向上を図
ることができた。 

いじめ
の防止
等 

未然防止、
早期発見・
対応・解
決に向け
た迅速な
組織的対
応の構築 
 
 

いじめは絶対に
見逃さない、
許さないとい
う児童生徒、
職員の意識の
高揚 

いじめに対する
職員の高い意識
と対応力の向上
を図る。 
 

いじめ防止に向
けた研修を実施
するとともに、
本校の「いじめ
防止基本方針」
を見直し共通理
解を図る機会を
設ける。 

Ｂ ○夏休み中にいじめ
防止研修を全校職員
で行うことができた。今
後も継続して研修の
機会を設ける。 
○「いじめ防止基本方
針」及び「いじめが背
景に疑われる重大事
態対応マニュアル」の
見直しを行い共通理解
を図った。今後も定期
的に見直しを図る。 

「友達を大切に
すること、思い
やること」を児
童生徒が主体的
に学び、成就感
や自己肯定感を
感じられる実践
やお互いを認め
合う集団づくり
を行う。 

｢全校集会｣や｢あ
しえんタイム｣
において、活動
内容を工夫し、
学部を越えて関
わり合う機会を
設ける。 

Ｂ ○｢全校集会｣や｢あしえ
んタイム｣、１２月の「人
権週間」等、特設した機
会と併せて、各学部の
日々の授業（「道徳」や
毎日の「帰りの会」等）
においても、友達の良さ
や互いの頑張りを認め
合える場面を設定した
ことで、友達や周囲の
人を大切にし思いやる
雰囲気の醸成を図るこ
とができた。 
 

地域 
支援 

センター
的機能の
充実 
 
 

幼・小・中・
高校等への支
援体制の充実 

専任の特別支援
コーディネータ
ーの取組を校内
のコーディネー
ターで共有し、
支援体制を強化
する。 

・巡回相談等、
外部からの依頼
に対して複数の
コーディネータ
ーで対応する。 
・校内地域支援
センター会議を
年２回、コーデ
ィネーター会議を
年に３回実施し情
報共有や事例の検
討を行う。 

B ○高校エリア会議に進
路指導部からも参加し
たことで、より具体的
な情報提供をすること
ができた。 
○巡回相談に複数で対
応することは難しかった
が、校内のコーディネ
ーター会議で事例につ
いて検討し、提案に生
かすことができた。 

関係機関との連
携による円滑な
運営を図る。 

教育事務所、教
育委員会、療育
機関等と積極的
に情報交換等を
行い関係づくり
に努める。 

B ○市町の特別支援連
携協議会や地区コー
ディネーター会議、巡
回相談やその他研修
会の実施等、関係機
関と連携して円滑に進
めることができた。 



交流及び
共同学習
の充実と
理解啓発 

互いを理解し
尊重し合うこ
とのできる交
流及び共同学
習の推進 

交流及び共同学
習のねらい等に
ついて改めて共
通理解を図り更
に充実した活動
を行う。 
 

・年度初めと終
わりに学校等連
絡会を行い、各
校・各学部の課
題や志向を確認
する。 
・交流当日の活
動の工夫と併せ
て、事前事後学
習の在り方を各
学部で検討し実
施する。 

B ○年度初めと終わりに
連絡会を行い、本校の
基本方針を伝えたり、
相手校の意向を確認
したりすることで、互い
をよりよく理解し認め合
おうとする交流の基盤
をつくることができた。 
○天候や感染症の状
況により予定していた
全ての交流は実施で
きなかったが、数年ぶ
りに対面での交流を行
うことができた。また、
当日の交流だけでは
なく、事前事後学習と
して、オンライン授業
や手紙の交換等を行
ったことで、より充実し
た交流活動とすること
ができた。 

地域連
携(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ
など) 

学校運営
協議会の
充実 

地域等の意見
を取り入れる
ための学校運
営協議会の実
施 

地域等からの意
見を取り入れ、
学校運営に反映
させる。 

学校運営協議会
（年２回）にお
いて、学校の現
状を明確にし委
員からの意見を
聴取する。 

Ａ ○今年度第１回目の
会議でいただいた助言
を生かし、「芦北町就
労支援ネットワーク会
議」の開催やネットワ
ークの構築等、本校の
進路指導の充実に資
することができた。 

 

４ 学校関係者評価 
●「本校の教育実践」について一生懸命取り組まれていることはよく分かる。一方で「卒業 
後の進路」や「働き方改革」については地域、行政も含めたところで、学校全体としての
取組が必要である。 

●「卒業後の進路（本校舎：肢体不自由）」についての保護者への情報提供について。校内 
で保護者がつながることができる機会を設けるとともに、ＰＴＡ連合会（県・全国）等の
研修案内などを紹介していくとよい。 

●「進路・福祉施設等の情報」について。最近では重度の障がい者を対象とした２４時間対応可 

能なグループホームができているので、情報を収集し保護者へ発信してほしい。学校からだけ 

ではなく、保護者からも情報を得られるような関係性の構築、連携が大切である。 

●「働き方改革」について。次年度から「教務支援システム」を本格導入すること（ＩＣＴ 
の活用）で、業務の効率化が進むことを期待している。 

●「ＩＣＴの活用」について。教育実践が更に発展することを期待する。 
●「自己評価総括表」について。観点から具体的目標・方策・成果と課題において、きちんと 

整理され一つ一つクリアしている。 

 

５ 総合評価 
●自立活動について、特別支援学校指導教諭を招聘しての研究授業や授業研究会、スキルア
ップ研修等を通して、職員の実践力の向上や課題解決に繫げることができた。 

●肢体不自由教育の基礎基本について、理学療法士や言語聴覚士を招聘しての研修を行った
が、今後も継続することで知識やスキルの定着を図る必要がある。 

●コロナ禍以降も本校独自の感染症対策を継続しながら、教育活動の再開や見直しを行うこ
とができた。 

●保護者への進路情報の提供やＰＴＡ活動の在り方については、ニーズを踏まえた新たな取
組が必要だと思われる。 

●交流及び共同学習においては、直接交流を再開しつつ、オンライン交流との組み合わせに
よって、より効果的な交流活動を行うことができた。 

●職員の在校等時間の削減については、組織としての人員配置や業務の効率化・平準化が必 
要である。 
 

 
 
 



６ 次年度への課題・改善方策 
●授業実践の更なる充実 
＊個に応じた実態把握や充実した授業を行うための「教師の専門性の向上」を引き続き目指 
し、そのための研修の実施や人材育成につながる体制づくりを行う。 

＊「各学部における『身に付けたい力』」について、学校全体としての系統性を整えるため 
の検討や見直しを行う。 

＊研究研修部と情報教育部の連携により、ＩＣＴ機器を活用した実践等について情報収集を 
行い、全体で共有する。 

＊児童生徒会活動の進め方や教師の準備活動の効率化について検討する。 
●保護者のニーズに応じた進路指導 
＊ＰＴＡ活動の在り方を検討し、保護者同士がつながり、情報交換や共有ができる機会を定 
期的に設ける。 

＊卒業後の生活や肢体不自由児者の通所・入所施設等の情報収集や保護者への発信、保護者 
のニーズを踏まえた進路研修を行う。 

●「働き方改革」の推進 
＊「教務支援システム」（賢者）の運用を軌道に乗せ、指導計画作成や評価に関する業務の 
効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式４－２）                                                 （特別支援学校用） 

（熊本県立芦北支援）学校 令和５年度（２０２３年度）学校評価表 
【分教室】 

１ 学校教育目標 

ア 児童生徒それぞれの力や特性を見極め、さらに伸ばすきめ細やかな指導を行う。 

イ 一人一人が将来に向けて生活の質を向上させ、自立した生活ができるよう、生きる力を 

持った児童生徒を育成する。 
ウ 児童生徒同士、職員、家庭、地域が共に学び、共に育つよう連携を深める。 

 

２ 本年度の重点目標 

ア 全職員で「Only One の共育」の実現に努め、笑顔に溢れた魅力ある学校づくりを推進する。 

イ 児童生徒にとって安全・安心であり、意欲的に学べる教育環境を整備する。 

ウ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画に基づいた授業実践の充実を図る。 

エ 特別支援教育に関する専門性の向上及びセンター的機能の充実に努める。 
オ 卒業後を見据えた進路指導の充実を図り、進路情報の収集と発信に努める。 

 

３ 自己評価総括表 
  評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 
評 
価 

成果と課題 
大項目 小項目 

学校 
経営 
 

職員一人
一人の専
門性向上 
 

幅広い生徒の
実態に対応す
るための研修
の実施 

知的障がい教育
の基礎基本を理
解し実践すると
ともに、更なる
専門性の向上を
図る。 

・外部講師や校
内人材の活用に
より、児童生徒
の指導支援が深
まる研修を実施
する。 
 

Ｂ ○特別支援学校指導
教諭（スーパーティーチ
ャー）を招き、具体的な
事案について助言を
仰ぎ実践することがで
きた。また、ＳＣ、ＳＳＷ
とも連携し、より適切
な生徒への対応を検
討するとともに、ＳＣに
よるソーシャルスキル
に関する研修・講話（
生徒対象）を実施する
中で知的障がい教育
の専門性の向上を図
ることができた｡ 

適切な児童生
徒への指導支
援 

適切な指導支援
について、一人
一人の職員が自覚
するとともに、学
部・学校組織全
体としても高い
意識をもち実践
に当たる。 

・セルフチェッ
ク表を活用し、
適切な指導支援
について月１回
振り返る。 
・学部会におい
て各学期に１回
意見交換の場を
設ける。 

Ｂ ○今年度改めてチェッ
ク表の内容を検討し、
ゆうネットを活用して
毎月始めの個別の振
り返りを行った。 
○職員朝会や学部会
にて「適切な支援の在
り方」について、周知
や確認の機会を設け、
意識の維持・向上に努
めた。 

働き方改
革 
 

職員の健康維
持増進 
 

正規の勤務時間
以外の従事状況
記録や衛生推進
委員会における
職員の負担感を
把握し改善する。 

毎月１回衛生推
進委員会を実施
する。時間外勤
務状況の把握や
職員の負担感、
体調面等につい
て意見交換を行
い、その改善策
を検討し実施す
る。 

 ▲衛生推進委員会は
実施できなかった月も
あったが、全職員の勤
務状況について情報
共有し対応策を検討し
て実施した。明らかな
改善には至っていない
ため、教育内容の質
の維持・向上を図りつ
つ、下記項目「業務の
効率化」と連動した対
策が必要である。 



業務の効率化 校務分掌の役割
分担や組織体制
の工夫、改善を
行う。 

年間の学校全体
の業務を見通し
、総務部を中心
に各分掌部等へ
のサポートを柔
軟に行う仕組み
を構築する。 

 ▲各学部・全体の分掌
部業務において、人員
を十分に配置できない
内容、新たに取り組みた
い内容については、各
学部主事・主任で対応し
た。次年度も引き続き
体制等を工夫する。 
○全職員を対象に「分
掌部年間業務実施状
況」について調査を行
った。次年度の業務分
担に生かす。 

授業 
の充実 
 

教育課程
の検証 
 

各教科の年間
指導計画を中
心としたＰＤ
ＣＡサイクル
の検証 

年間指導計画に
基づく各単元の
指導内容や授業
の進め方を検証
する。 

・数学を例に挙
げて授業内容や
進め方等につい
て検討し改善を
図る。 
・数学ミーティ
ングによる実態
把握、授業計
画、評価等に基
づいて、習熟度
別での授業を実
施する。 
・指導教諭によ
る職員研修を年
２回実施する。 

Ｂ ○数学の授業内容や
進め方について数学
ミーティングの時間
に検討し改善を図る
ことができた。 
○数学ミーティング
シートを改良し、授
業計画・評価を行い､
生徒の考える力を高め
ることを意識した習熟
度別の授業を実施する
ことができた。 
○スーパーティーチ
ャー研修を年２回実
施し、助言を仰ぐと
ともに今後の方向性
を確認することがで
きた。 

ＰＤＣＡ
サイクル
に基づい
た授業の
充実と改
善 
 
 

適切な指導目
標の設定と指
導内容の選定 
 
 

ＰＤＣＡサイク
ルに基づいて、
指導や評価を行
い、授業改善に
つなげる。 

「教育支援計画
及び個別の指導
計画に沿って、
自立活動、各教科
等の指導目標、指
導内容を設定し、
それらを児童生
徒の変容に照ら
して評価する」
というサイクルを
示し実践する。 

Ｂ ○「各教科の『年間指
導計画』で設定した指
導内容から『個別の指
導計画』における目標
を個別に設定し授業を
実施する」というサイク
ルを実践することがで
きた。また、それを踏
まえて、生徒の反応や
理解度を評価するとと
もに、学校行事との関
連も併せて、来年度の
｢年間指導計画｣の見
直しを行うことができ
た。 

効果的な
ＩＣＴ機
器の活用 

 

生徒の実態に
応じたＩＣＴ
機器の活用 

生徒の実態を踏
まえ、それぞれ
に必要なＩＣＴ
機器の活用の充
実を図る。 

オンラインで外
部専門家等から
助言をいただい
たり、他校と連
携したりして、
ＩＣＴ機器を活
用した実践の充
実を図る。 

Ｂ ○ＩＣＴ支援員と連携し､
Google classroomの
活用（教師が課題を投
稿し、生徒が編集・提
出する）などを実践す
ることができた。また、
外部専門家によるオン
ライン講話（「スマホ・
携帯安全講座」）を実
施するなどＩＣＴ機器を
活用した取組の充実
を図ることができた。 
▲より充実させるため
にも情報教育部と研
究部との連携は今後
の課題である。 



キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

キャリア
教育、進
路指導の
充実 
 
 
 
 

卒業後を見据
えた進路指導
の充実 

生徒一人一人の
卒業後を見据え
勤労観や職業観
を育むとともに､
個々の自立と社
会参加を目指す｡ 

・卒業後の生活
を見据え、進路
学習や現場実習
等を通して勤労
観や職業観を育
成する。 
・キャリアパス
ポートを活用し
て定期的に振り
返りを行い、自
己肯定感の向上
に繋げる。 

Ｂ 

 
 

○進路学習では、働く
ことの意義や基礎力を
扱った。特に卒業生の
進路選択・決定の経
緯を事例として取り上
げたことは生徒たちの
やる気に繋がった。ま
た、「就労前準備ピラミ
ッド」で課題を確認し現
場実習に臨んだことで、
より意識を高めること
ができた。 
○キャリアパスポート
の取組は、生徒が定
期的に自らの頑張りを
振り返る機会となり、
自身の進路を肯定的
に決定することができ
た。 

関係機関との
連携及び進路
情報の収集・
発信 
 

関係機関と連携
して卒業後の支
援体制を整える
とともに、進路
情報の収集・発
信を行う。 
 

・職場開拓と卒
業生の追支援等
を通して関係機
関と連携を深め
る中で必要な情
報を収集し、
「キャリア通
信」等で発信す
る。 

Ａ 
 
○新規に開拓した事
業所で現場実習を実
施することができた。
また、卒業生の追支
援では、勤務状況や
生活面を把握し、必要
に応じて対応した。 
○芦北町内の関係機
関とのネットワークを
構築し、更に連携を深
めることができた。 
○「キャリア通信」を各
学期に発行し、働くこ
との意義や心構え・課
題など、必要な情報を
発信することができた｡ 

生徒 
(生活) 
指導 
 

主体的、
意欲的に
取り組む
生徒の育
成 
 

生徒会活動の
充実 

生徒の実態や経
験等に応じて役
割を分担し、主
体性や創造性を
高める。 

・生徒会及び各
委員会におい
て、生徒が主体
的に活動できる
内容を計画・実
践する。 
・各学期に１回
全校集会におい
て活動を発表す
る機会を設け
る。 
・学校行事等に
関わる活動と
日常的に行う
活動を整理し
実践する。 

Ｂ ○各委員会の活動と
して、授業前の準備や
号令、給食前放送な
ど責任を持って活動す
ることができた。担当
生徒の欠席時など、他
の生徒が交代しカバ
ーする姿が見られるよ
うになった。 
○各学期に１回全校
集会を行った。各委員
会の発表では、活動
報告だけではく、現在
の課題等も知らせるよ
うにしたことで、より生
徒の自主性を促す活
動へと繋がった。 

生徒会を中心に
校則の検討や見
直しに主体的に
かかわること
で、生徒の主体
性や意識の向上
を図る。 
 
 

・自己の生活態
度を振り返る場
を各学期１回設
定する。 
・生徒会を中心
に見直し時期を
設定する。 
・保護者の意向
も踏まえ、検
討、変更を行
う。 

Ｂ ○各学期末に自己を振
り返る時間を設けた｡ま
た、終業式等では、生
徒指導に関して学期を
振り返る話を毎回行っ
たことで、生徒間で課
題を確認、共有しなが
ら、節目ごとに個々の
意識を高めることがで
きた。 
○生徒会を中心に校
則の見直しを行った。
また、保護者説明会を



開催し、保護者の意向
も踏まえた上で、次年
度の校則を決定した。 

人権教
育の推
進 
 

人権意識
の更なる
向上 
 
 
 
 

人権教育研修
の工夫 
 

人権教育に関す
る研修を更に促
進し人権意識の
向上を図る。 

・校内研修では
複数のテーマを
設定してグルー
プ研修を実施し､
意見交換や全体
での共有を行う｡ 
・校外の研修や
オンライン研
修等への積極
的な参加を促
す。 

Ｂ ○校内研修では少人
数でのグループ協議を
取り入れたことで、より
積極的な意見交換が
できた。また、研修後、
それぞれのグループで
出された意見をまとめ
た記録を回覧したこと
で、共通理解と新たな
気づきにつながった。 
○全職員が１回以上
校外の研修に参加す
るようにしたことや、年
度当初からオンライン
研修の視聴を呼びか
けたことで、個々の研
修の機会をより多く設
定し、意識の向上を図
ることができた。 

「命を大
切にする
心を育む
指導」の
充実と教
師の指導
力向上 
 
 

児童生徒の自
尊・他尊感情
を育み、命を
大切にする心
を高める工夫 
 
 

すべての教育活
動を通して、命
を大切にする心
や言動を育て
る。 

・６月の「心の
きずなを深める
月間」１２月の「
人権週間」など
を設定するとと
もに、学部集会
や日々の実践を
工夫して理解を
深める。 
・生徒の実態に
応じた指導内
容の選定と学
習の工夫を行
う。 

Ｂ ○６月の「心のきずなを
深める月間」では、『い
じめを許さない学校・
学級を目指して』という
スローガンを掲げ、各
学年、生徒会、職員そ
れぞれで、行動目標を
立てた。人権週間に入
る前の道徳の授業で
は、「友達のいいところ
探し」を全学年で行い
、生徒たちの自己肯定
感を高めることができ
た。 

いじめ
の防止
等 
 

未然防止、
早期発見
・対応・解
決に向け
た迅速な
組織的対
応の構築 

いじめは絶対
に見逃さな
い、許さない
という生徒、
職員の意識の
高揚 

いじめに対する
職員の高い意識
と対応力の向上
を図る。 
 

いじめ防止に向
けた研修を実
施するととも
に、年に一度
「芦北支援学
校いじめ防止
基本方針」の
見直しを行
う。 

Ｂ ○夏休み中にいじめ
防止研修を全校職員
で行うことができた。今
後も継続して研修の
機会を設ける。 
○「いじめ防止基本方
針」及び「いじめが背
景に疑われる重大事
態対応マニュアル」の
見直しを行い共通理解
を図った。今後も定期
的に見直しを行う。 

いじめの未然防
止、早期発見の
取組を行う。 
 
 
 
 

・学部集会や日
々の学習活動に
おいて、生徒の
頑張りを紹介す
る時間を設ける。 
・学期１回の「心
のアンケート」と
個別面談の結果
等について、いじ
め防止対策委員
会（年３回）で共
通理解を図るとと
もに、課題や対
応・改善策につい
て全職員に周知
する。 
・いじめ事案等に

Ｂ ○廊下などに、授業の
成果等、生徒の作品
を掲示することで、互
いの頑張りや良さに気
付けるようにした。 
○「心のアンケート」や
生徒からの日常的な
聞き取り、職員の気付
きをもとに、些細なこと
についても組織で対応
し、保護者や関係機関
と情報共有を行った。 
 



ついては組織で
対応する。 

地域 
支援 

センター
的機能の
充実 
 
 

中学校・高校
等への支援体
制の充実 

専任の特別支援
コーディネータ
ーの取組を校内
のコーディネー
ターで共有し支
援体制を強化す
る。 

校内における地
域支援センタ
ー会議を年２
回、コーディ
ネーター会議
を年に３回実
施し、情報共
有や事例の検
討を行う。 

Ｂ ○高校エリア会議に進
路指導部からも参加し
たことで、より具体的
な情報提供をすること
ができた。 
○巡回相談に複数で
対応することは難しか
ったが､校内のコーデ
ィネーター会議で事例
について検討し､提案
に生かすことができた｡ 

交流及び
共同学習
の充実と
理解啓発 
 
 

芦北高等学校
との交流及び
共同学習の推
進 

学校行事や日々
の学習活動等、
交流の機会を通
して、生徒同士
が理解を深め尊
重し合うことが
できるようにす
る。 

常に情報を交換
し合い、学校間
の連携を密に図
る。 
 

Ｂ ○芦北高等学校とは、
体育大会、文化祭な
ど学校行事以外に、ク
リエイティブ部とのeスポ
ーツ交流を１、３年生が
行うなど、日常的な交
流も含め更に深めるこ
とができた。 

地域連
携(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ
など) 

学校運営
協議会の
充実 

地域等の意見
を取り入れる
ための学校運
営協議会の実
施 

地域等からの意
見を取り入れ、
学校運営に反映
させる。 

学校運営協議会
(年２回)において
学校の現状を明
確にし、委員から
の意見を聴取す
る。 

Ａ ○今年度第１回目の
会議でいただいた助言
を生かし、「芦北町就
労支援ネットワーク会
議」の開催やネットワ
ークの構築等、本校の
進路指導の充実に資
することができた。 

 

４ 学校関係者評価 
●「本校の教育実践」について。一生懸命取り組まれていることはよく分かる。一方で「卒 
業後の進路」や「働き方改革」については地域、行政も含めたところで、学校全体として 
の取組が必要である。 

●「卒業後の進路（分教室：知的障がい）」について。今年度の第１回運営協議会の意見を 
もとに芦北町における就労支援のネットワークが構築されたこと、更にその会議が開催さ 
れたことは良かった。生涯を見通した就労支援や離職した場合も次につながるようなネッ 
トワーク（連携）が大切である。 

●「進路に関する適切な情報提供」について。家庭とは異なる学校生活（集団）での生徒の様子 

をしっかり把握することで、より確かな課題（身に付けてほしい力）を見出すことができる。 

それらを踏まえ、保護者や生徒に適切な進路情報の提供や助言を行ってほしい。 

●「働き方改革」について。次年度から「教務支援システム」を本格導入すること（ＩＣＴ 
の活用）で、業務の効率化が進むことを期待している。また、生徒支援について話し合い 
の時間の確保については、できる限りの対策の検討が必要である。 

●「ＩＣＴの活用」について。教育実践が更に発展することを期待する。 

●「人権教育の推進」について。少人数のグループディスカッションなど、教師からの一方向の 

授業だけではなく、「自らの意見を考え、まとめ、発言する」機会を設けていることに感心し 

た。「発言・発信」の力を高めるとともに、「他者を認めることにより自分自身を見つめ認め  

る」ことにつながる。より多くの機会を期待する。 
●「自己評価総括表」について。観点から具体的目標・方策・成果と課題において、きちんと 
整理され一つ一つクリアしている。 

 

５ 総合評価 
●特別支援学校指導教諭を招聘しての研究授業や授業研究会を実施し、教科（数学科）にお
ける授業実践、生徒の特性に対しての指導・支援の在り方等、職員一人一人の課題解決や
知的障がい教育の基礎基本に繫がる取組ができた。 

●教育課程の再編から２年。各教科の年間指導計画に基づく指導も軌道に乗りつつある。特
に数学科における習熟度別縦割り班での実践を通して、他教科にも通じる指導の在り方や
方向性を見出すことができた。 

●生徒指導上の事案や課題については、管理職を含めた職員間の共通理解を図り、ＳＣやＳ
ＳＷのほか外部の関係機関と連携を密にしながら解決に向けた対応をしている。 

●進路指導では、進路学習や現場実習を通して勤労観や職業観を育み、生徒や保護者の希望



や本人の適性等を踏まえた進路選択・決定に繋げることができた。「芦北町就労支援ネッ
トワーク会議」を開催することで、事業所や就労機関との更なる連携、体制を整えること
ができつつある。 

●交流及び共同学習では、芦北高校との行事や学科ごとの学習活動を通して、互いに学び、
認め合う貴重な経験を積み重ねることができている。 

●職員の在校等時間の削減については、組織としての人員配置や業務の効率化・平準化が必 
要である。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 
●教科を中心とした授業実践の更なる充実 
＊数学科における実践研究の総括をするとともに、他教科の指導へその成果を生かす。 
＊生徒理解や授業実践など、知的障がい教育の専門性を向上させるための研修を実施する。 
●一人一人に応じた適切な進路指導 
＊進路学習の充実や生徒の適性に応じた現場実習の実施及び実習先の開拓を行う。 
＊各事業所等、福祉・就労の関係機関や行政との連携を更に図る。 
●「働き方改革」の推進 
＊「教務支援システム」（賢者）の運用を軌道に乗せ、指導計画作成や評価に関する業務の 
効率化を図る。 

 

 


